


物品（印刷）契約に関する事項の公表（１者随契）

主管課名 名称 契約業者名
契約金額（税込）

（単位：円）
見積日 契約の相手方を選定した理由

選挙管理委
員会事務局

加古川市長・市議会議員選挙投票用紙
（一般用・点字用）

丸山印刷株式会社　本社営業部 2,643,520 R08.04.14

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　投票用紙の作成には、高度な印刷技術と正確性、機密性
及び安全性が総合的に高いレベルで要求される業務であ
り、次の理由をすべて満たしている業者が外に無いため。
（1） 投票用紙のほか商品券やプレミアム商品券等の重要
印刷物の印刷、仕上げ及び検査（特に員数検査）体制が
整っており、版下から配送までの一貫した生産体制により、
高い機密性及び安全性を確保することができること。
（2） ＢＰコート紙の取り扱いがあること。また、点字印刷に対
応できること。
（3） 投票用紙は、読取分類機にて判別するため、1ミリの印
刷ずれも許されず、紙幣並みの印刷精度が求められるこ
と。
（4） 本印刷に入る前に見本印刷を納品させ、読取分類機の
テストを行うが、期日前投票まで暇がなく、印刷に不備が
あった場合の修正の期間が無いこと。
（5） 当市において、平成２６年、平成３０年、令和４年執行
の市長・市議会議員選挙の際に当該業者に投票用紙の作
成を依頼しており、良好に業務を遂行していること。

選挙管理委
員会事務局

加古川市長・市議会議員　選挙公報 株式会社神戸新聞総合印刷 2,126,520 R08.04.24

（地方自治法施行令第167条の2第1項第2号）
　令和８年４月２７日に執行予定の入札について、３者中２
者が、納期が間に合わない、一部対応できない材質のもの
があるほか数量も多く対応できないといった理由で辞退した
ため入札が中止となった。
　選挙公報の原稿は、立候補届出の受付時刻終了後に確
定するため、その後、直ちに製版、下刷り、校正、印刷を行
い、翌日に全てを納品が必要となるほか特殊な新聞サイズ
の両面印刷であり、折り方等の納品方法についても新聞折
込業者との連携が必要となる。
　これらの条件を満たし、かつ当該案件において唯一、応札
の意思を示した株式会社神戸新聞総合印刷と随意契約を
行う。


